
２０１２年１月 
『 え ん 熟 君 』 
一 時 払 新 個 人 年 金 保 険 （ 円 建 )  

ご 契 約 者 各 位 
 

ジブラルタ生命保険株式会社 
（旧ＡＩＧエジソン生命保険株式会社） 

 
 
 

本資料をご覧いただく際の留意事項 
 

 
 旧 Ａ Ｉ Ｇ エ ジ ソ ン 生 命 保 険 株 式 会 社 （ 以 下 、 旧 エ ジ ソ ン 生 命 ） は 、 

２０１２年１月 1 日をもちまして、旧エイアイジー・スター生命保険株式会社とジブラルタ生

命保険株式会社との３社合併により、社名を『ジブラルタ生命保険株式会社』へ変更い

たしました。 

 
 本資料は、旧エジソン生命が過去に金融機関募集代理店を通じて販売していた商品の

当時のパンフレットであり、ご契約者向けに掲載しているものです。 

 ［注］現在、本商品は新規の販売を停止しております。 

 

 合併に伴う、ご契約者の保険契約内容の変更はございません。また、合併に伴い、ご

契約者にお手続きをいただくことは一切ございません。 

 本商品のご契約内容に関するご照会、積立利率・為替レート等のご確認は、下記まで

お願いいたします。 

 
 
   引受保険会社 
   ジブラルタ生命保険株式会社 
 
 
 
 
 
 
   受付時間 平日９：００～１８：００ 
          （土日・祝・１２／３１～１／３を除く） 
   携帯・ＰＨＳからもご利用いただけます。 
   本社 〒１００－８９５３ 東京都千代田区永田町２－１３－１０ 

０１２０－９７５－６１１  コールセンター 
（旧エジソン生命専用ダイヤル）
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据置期間：10年 
▲ 
契約 

一時払保険料 

5,000,000円 
契約時契約者価額 

4,750,000円 
（一時払保険料－契約時費用） 

契約時費用 
250,000円 

（一時払保険料の5%） 

●契約年齢（被保険者）………… 50歳　男性 
●一時払保険料………………… 5,000,000円 
●据置期間……………………… 10年 
●据置期間中の予定利率……… 年金確定型：1.50％（仮定） 
 一括可能型：1.25％（仮定） 
●年金種類……………………… 確定年金（10年） 

契約例 

AIGエジソン生命から 

下記の数値は契約例に基づく仮定の数値ですので、実際のご
契約の数値とは異なる場合があります。 
ご契約の際には、ご契約時に適用される予定利率を必ずご確
認ください。 

●据置期間中の予定利率 
市場金利情勢等に応じて毎月2回（「月初～15日まで」と「16日～月末まで」適用）
設定されます。設定された予定利率は契約時から据置期間を通して一定です。
なお、一時払保険料・年金支払期間（年金確定型の場合）に応じて、適用される予
定利率は異なります。 
※ご契約時に適用される予定利率を必ずご確認ください。 

●年金支払開始日以後の予定利率 
年金支払開始日に市場金利情勢等に応じて設定されます。設定された予定利率
は、年金支払開始時から年金支払期間を通して一定です。 
ただし、年金確定型の場合は、ご契約時に設定された据置期間中の予定利率と
同率となります。 

ご契約時に適用された据置期間中の予定利
率は、据置期間中一定です。 
年金確定型※1の場合は、年金支払開始日以
後の予定利率もご契約時に確定します。 
＊一時払保険料1,000万円以上のご契約に適用される据
置期間中の予定利率は、1,000万円未満のご契約に比
べて0.1%高い予定利率となります。 

予定利率は確定。 

ご契約時に 
適用された予定利率は 

据置期間中確定 

遺族年金支払特約を付加すると、死亡給付
金を一時金にかえて所定の年金で受取るこ
とができます。 

死亡給付金を遺族年金 
として受取れます。 

将来、年金受取を希望される方には、年金確
定型※1、将来、一括受取を希望される方には
一括可能型※1がおすすめです。 

年金確定型※1と 
一括可能型※1の選択が可能。 

年金確定型※1の場合には年金額が、一括可
能型※1の場合には年金支払開始日の一括受
取額がご契約時に確定します。 

受取額は確定。 

被保険者の契約年齢等によっては、選択
できない年金種類および確定年金の年金
支払期間があります。 

年金種類の選択が可能。 

※1 年金支払期間予定利率事前確定特約を付加した場合を「年金確定
型」、付加しない場合を「一括可能型」といいます。 

◎予定利率について 

据置期間中の予定利率

使いたい 年金確定型※１ 
豊かな老後のために・・・ 

一括可能型※１ 守りたい 
着実な資産形成のために・・・ 

費 

！ 

！ 

＜この商品において特にご注意いただきたい事項＞ 

年

金

原

資 

契約者価
額
※1

死亡給付金 
一時払保険料または死亡日におけ
る契約者価額または解約払戻金の
うち、いずれか大きい金額。 
ご契約例の場合、死亡給付金は
500万円が最低保証されます。 

市場金利の変化に対応した商品のご提案。 

ご契約時に選択できます。 

☆年金受取を希望される方におすすめ！ 

年金確定型 

☆一括受取を希望される方におすすめ！ 
　年金受取・年金種類の変更も可能です。 

一括可能型 

ご契約時に年金額が確定しますので、 
年金（分割）受取を希望される方に 
おすすめです。 

ご契約時に年金支払開始日における 
一括受取額が確定しますので、 
10年後に一括受取を希望される方に 
おすすめです。 

●据置期間中の死亡給付金を一時金にかえて、所定の年金（5・
10・20・30年確定年金）としてお支払いする特約のことです。 
※最低年金額（10万円）に満たない場合には一時金としてお支払いします。 

●この特約は、新契約時・据置期間中および死亡給付金支払時に
付加することができます。 

遺族年金支払特約 
この特約を付加すると、死亡給付金を一時金にかえて所定の年金で受取れます。 

※１ 契約者価額とは、一時払保険料から契約時費用に
相当する金額を控除した金額を所定の予定利率を
用いて複利計算した額で、将来の年金・給付金を
受取る際の基準となる権利金額のことをいいます。 

▲ 
　　　　   据置期間満了 

＊据置期間とは契約日から年金支払開始日前日 
　までの期間を表します。 

年金支払期間：5、10、20、30年 

年金支払開始日 

据置期間中に適用される 
予定利率は市場金利情勢等に応じて 

毎月2回設定されます。 
（毎月1日と16日に設定されます。） 

年金確定型：1.50％ 
一括可能型：1.25％ の場合 

費 遺族年金支払特約による年金受取時には年金を管理する費用として年金額の1％が控除されます。また、このほかに
基金設定時から年金支払開始時までの維持・管理費用が控除されます。 
（2007年9月1日現在。費用の割合は将来変更されることがあります。） 

１．お客さまが支払う諸費用 

（1）契約時に、契約時費用として保険契約の締結に必要な費用（一
時払保険料の5%）が一時払保険料から控除されます。 

（2）予定利率は、保険契約の維持や死亡保障等に必要な費用を控除
して設定されます。 

（3）年金受取時に、年金を管理する費用として年金額の1%が控除さ
れます。 
（2007年9月1日現在。費用の割合は将来変更されることがあります。） 

２．この商品における市場リスク 

この保険における解約払戻金額や年金支払開始後の一括支払金
額は、市場金利の変動に応じた市場価格調整率が適用されるため変
動します。このため、一時払保険料を下回る場合があり、損失が生じ
るおそれがあります。この市場金利変動リスクは契約者・受取人に帰
属します。ただし、年金支払期間予定利率事前確定特約を付加した
場合を除き、年金支払開始日から1ヵ月以内の年金原資の一括支払
の場合は、市場価格調整率を適用しません。 

 



単位：円 

解約払戻 
金額 

契 約 者 価 額  
経 過 年 数  

4,750,000
4,284,500
4,544,325
4,820,775

4,821,250
4,379,141
4,625,989
4,888,265

4,893,569
4,475,168
4,709,570
4,956,696

4,966,972
4,573,587
4,794,121
5,026,078

5,041,477
4,674,457
4,880,653
5,096,429

5,117,099
4,777,323
4,968,191
5,167,758

5,193,856
4,882,224
5,057,776
5,240,081

5,271,763
4,989,723
5,148,930
5,313,409

5,350,840
5,099,350
5,241,682
5,387,760

5,431,102
5,211,685
5,335,514
5,463,145

0年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 

1.90%（＋0.4%） 
1.50%（±0.0%） 
1.10%（－0.4%） 

解約時に 
計算される 
予定利率 

単位：円 

解約払戻 
金額 

契 約 者 価 額  
経 過 年 数  

4,750,000
4,433,650
4,611,300
4,797,025

4,809,375
4,520,331
4,682,888
4,852,178

4,869,492
4,608,487
4,755,545
4,907,960

4,930,361
4,698,140
4,829,288
4,964,380

4,991,990
4,789,814
4,904,130
5,021,442

5,054,390
4,883,046
4,980,090
5,079,661

5,117,570
4,978,372
5,057,182
5,138,040

5,181,540
5,075,318
5,135,942
5,197,084

5,246,309
5,174,434
5,215,355
5,256,801

5,311,888
5,275,235
5,295,952
5,317,199

0年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 

1.65%（＋0.4%） 
1.25%（±0.0%） 
0.85%（－0.4%） 

解約時に 
計算される 
予定利率 

■一括可能型 （年金支払期間予定利率事前確定特約なし）の場合 

▲ 
据置期間満了 

※据置期間とは契約日から年金支払開始日前日 
　までの期間を表します。 

据置期間中に適用される 
予定利率は市場金利情勢等に応じて 

毎月2回設定されます。 
（毎月1日と16日に設定されます。） 

年金支払開始日 

●年金受取の場合（10年確定年金） 

年金支払開始日に、年金原資を一括で受取る場合、一括受取額は、 
所定の市場価格調整率により計算されます。なお、市場価格調整率は、 
一括受取時に決定されます。 

年金確定型の場合 

市場金利の変化に対応、効果的な運用を行なう資産形成商品『えん熟君』。 

※上記数値は、契約例における各経過年数の年始の数値を、各時点に計算される据置期間中の予定利率を仮定して計算した数値ですので、実際の数値とは異なる場合があります。なお、年金確定型の場合、一時払保険料および計算される予定利率等が同一の場合でも、選択された確定年金の年金支払期間によって解約払戻金額は異なります。 
※解約時に計算される予定利率の右側にある（  ）内の数値は、ご契約時に適用された据置期間中の予定利率との差を表します。 

◎据置期間中における受取額例 

特長  

年金額がご契約時に確定します。 

一括可能型よりも 
一般的に高い予定利率が適用されます。 
※年金支払開始日以後に適用される予定利率は、据置期間満了時の市場金利情勢等によっては
一括可能型の方が高くなる場合もあります。 

選択できる年金種類および年金支払期間 

●一括受取の場合（年金支払開始日） 

●年金受取の場合（10年確定年金） 

年金額は年金支払開始時に設定される予定利率（終身年金の場合は予定利率およ
び予定死亡率）等により決定されるため、契約時には確定しておりません。 
※上記年金額は、年金支払開始日以後の予定利率を0.5%（最低保証）と仮定した年金額を表示しています。 
なお、年金支払開始日以後の予定利率が0.5%よりも高い場合、年金額は、上記年金額よりも多くなります。 

一括可能型の場合 

※年金をお受取りになられた場合でも、所定の範囲内で、以後の年金受取にかえて一括で受取ることもできます。ただし、一括受取額は所定の市場価格調整率により計算された金額となります。 
　注）市場価格調整率については、パンフレット最終面をご確認ください。なお、年金支払開始日以後の一括支払についての詳細は、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 

特長 
年金支払開始日における一括受取額が 
ご契約時に確定します。 

確定年金 
選択できる年金種類および年金支払期間 

年

金

原

資 

※被保険者の契約年齢によっては、選択できない年金支払期間があります。 
　なお、年金額が10万円未満となる年金支払期間は選択できません。 
※ご契約時に選択された、年金支払期間の変更および年金種類の変更は取扱いいたしません。 

※被保険者の契約年齢によっては、選択できない年金種類および年金支払期間があります。 
　なお、年金額が10万円未満となる年金種類または年金支払期間は選択できません。 

死亡給付金 
一時払保険料または死亡日におけ
る契約者価額または解約払戻金
のうち、いずれか大きい金額。 
遺族年金支払特約を付加すること
ができます。 

契約者価
額 

年金額（年1回、10年受取）583,230円 

受取総額 5,832,300円 

年金支払開始日以後の予定利率：0.5%の場合 

年金額（年1回、10年受取） 544,283円 

一括受取額 

5,378,286円 

保証金額 

年金原資相当額 
＝ 保証期間：10年 

10年保証期間付終身年金 

確定年金 

保証金額付終身年金 

年金支払期間 
5、10、20、30年 

率 年金確定型：1.50％ 
一括可能型：1.25％ の場合 

■年金確定型 （年金支払期間予定利率事前確定特約付加）の場合 

年金支払期間 
5、10、20、30年 

年金種類が変更できます。 
年金支払開始日の2週間前までであれば、年金種類や確定年金の年金支払
期間の変更ができます。 

ご契約時に「年金確定型」、「一括可能型」の選択ができます。 

費 

！ 

！ 

！ 

年金受取時に、年金を管理する費用として年金額の1％が控除されます。（2007年9月1日現在。費用の割合は将来変更されることがあります。） 

中途解約の場合、市場金利の変動に応じた市場価格調整率が適用されるため、解約払戻金額は一時払保険料を下回る場合があります。 
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